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４
月
18
日
（
土
）
実
施
予
定
と
し
て

い
ま
し
た
が
、
３
月
30
日
現
在
青
森
県

内
で
も
８
人
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
者
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。 

 

つ
き
ま
し
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
拡
大
防
止
対
策
と
し
て
、
今

年
度
は
町
民
に
よ
る
清
掃
活
動
を
中

止
し
、
業
者
委
託
に
よ
り
実
施
す
る
事

と
し
ま
し
た
の
で
、
ご
理
解
ご
協
力
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

  
 

 
 
 
 

＝
町
民
課
よ
り
＝ 

 

   

 

     

町
で
は
、
行
政
の
一
層
の
透
明
化
、

固
定
資
産
税
評
価
及
び
課
税
の
一
層

の
適
正
化
の
た
め
、
令
和
２
年
度
固
定

資
産
課
税
台
帳
の
縦
覧
及
び
閲
覧
を

次
の
日
程
で
行
い
ま
す
。 

 

自
分
の
所
有
し
て
い
る
土
地
・
建
物

の
評
価
を
知
る
良
い
機
会
で
す
。
特
に

前
年
不
動
産
を
売
買
さ
れ
た
方
や
、
家

を
新
築
又
は
増
築
さ
れ
た
方
な
ど
は
、

縦
覧
及
び
閲
覧
す
る
よ
う
お
勧
め
し

ま
す
。 

◆
縦
覧
期
間 

 

４
月
１
日
（
水
）
～
６
月
１
日
（
月
）

 

※
土
・
日
・
祭
日
を
除
く 

◆
閲
覧
期
間 

 

４
月
１
日
（
水
）
か
ら
１
年
間 

◆
縦
覧
及
び
閲
覧
時
間 

８
時
15
分
～
17
時 

◆
縦
覧
及
び
閲
覧
場
所 

 

税
務
課
、
岩
崎
支
所
、
大
戸
瀬
支
所 

◆
縦
覧
と
は 

町
に
固
定
資
産
税
を
納
め
て
い
る

人
、
ま
た
は
納
め
て
い
る
人
か
ら
の
委

任
状
持
参
の
方
が
土
地
の
所
在
・
地

目
・
地
籍
・
価
格
及
び
家
屋
の
所
在
・

家
屋
番
号
・
種
類
・
構
造
・
床
面
積
・

価
格
を
他
の
土
地
や
家
屋
と
比
較
し

て
見
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。 

◆
閲
覧
と
は 

 

町
に
固
定
資
産
税
を
納
め
て
い
る

人
、
ま
た
は
納
め
て
い
る
人
か
ら
の
委

任
状
持
参
の
方
が
自
分
の
土
地
及
び

家
屋
の
評
価
額
等
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
制
度
で
す
。 

◆
お
願
い 

家
屋
等
を
取
り
壊
し
た
場
合
は
、
必

ず
家
屋
滅
失
（
取
壊
し
）
申
告
書
を
提

出
し
て
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま

す
。
家
屋
滅
失
（
取
壊
し
）
申
告
書
は

税
務
課
及
び
各
支
所
に
あ
り
ま
す
の

で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

 

□
問
合
せ
先 

 

税
務
課 

固
定
資
産
係 

 

 

℡ 

74-

２
１
１
４ 

 

 

沿
道
美
化
清
掃
の 

中
止
に
つ
い
て 

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
縦
覧

及
び
閲
覧
を
実
施
し
ま
す 
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町
民
の
能
力
向
上
の
推
進
及
び
就

業
環
境
の
改
善
に
よ
る
地
元
定
着
を

図
る
こ
と
を
目
的
に
、
仕
事
や
就
職
に

役
立
つ
資
格
ま
た
は
免
許
等
の
取
得

費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。 

◆
補
助
率
及
び
補
助
限
度
額 

・
資
格
取
得
に
要
し
た
経
費
（
講
習
会

等
の
受
講
料
、
受
験
料
、
登
録
料
等
）

の
支
出
額
の
合
計
額
の
２
分
の
１
相

当
額
（
１
，
０
０
０
円
未
満
端
数
切
捨

て
） 

・
上
限
10
万
円 

◆
対
象
資
格
等 

仕
事
や
収
縮
に
役
立
つ
資
格
や
免

許
。
た
だ
し
、
普
通
自
動
車
免
許
、
大

型
自
動
車
免
許
、
普
通
自
動
二
輪
免

許
、
大
型
自
動
二
輪
免
許
及
び
原
動
機

付
き
自
転
車
免
許
を
除
く
。 

※
該
当
資
格
等
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

◆
補
助
対
象
者 

他
の
類
似
の
補
助
金
等
（
教
育
訓
練

給
付
金
等
を
除
く
）
の
交
付
を
受
け
て

い
な
い
深
浦
町
内
に
住
所
を
有
す
る

65
歳
未
満
の
方 

◆
補
助
金
申
請
時
期 

 

当
該
資
格
取
年
度
の
末
日
ま
で 

 

詳
し
く
は
、
問
合
せ
い
た
だ
く
か
、

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

□
問
合
せ
先 

 

総
合
戦
略
課 

地
域
政
策
係 

℡ 

74-

２
１
２
２ 

    

深
浦
町
へ
の
定
住
の
促
進
に
よ
る

人
口
減
少
の
抑
制
と
地
域
活
性
化
を

目
的
に
、
若
者
等
世
帯
（
新
婚
夫
婦
、

子
育
て
者
）
が
、
民
間
住
宅
を
賃
貸
し

て
入
居
す
る
費
用
の
一
部
を
補
助
し

ま
す
。 

◆
補
助
率
及
び
補
助
限
度
額 

【
新
婚
夫
婦
の
場
合
】 

・
家
賃
か
ら
住
宅
手
当
を
減
額
し
た
額

の
２
分
の
１
相
当
額
（
１
，
０
０
０
円

未
満
端
数
切
捨
て
） 

・
上
限
１
万
５
千
円 

【
子
育
て
者
】 

・
家
賃
か
ら
住
宅
手
当
を
減
額
し
た
額

の
２
分
の
１
相
当
額
（
１
，
０
０
０
円

未
満
端
数
切
捨
て
） 

・
上
限
２
万
５
千
円 

※
補
助
金
の
交
付
対
象
期
間
は
補
助

開
始
月
か
ら
60
か
月
を
限
度
と
す
る
。

◆
若
者
等
世
帯
と
は 

世
帯
の
代
表
者
ま
た
は
そ
の
配
偶

者
が
45
歳
未
満
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
方
の
世
帯 

①
婚
姻
後
５
年
以
内
の
新
婚
夫
婦 

②
18
歳
以
下
の
子
ど
も
を
扶
養
し
、
そ

の
子
ど
も
と
同
居
す
る
方 

◆
民
間
賃
貸
住
宅
と
は 

 

住
宅
の
所
有
者
等
と
の
間
で
賃
貸

借
契
約
を
締
結
し
居
住
す
る
た
め
の

住
宅
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
住
宅
を

除
く
。 

①
公
営
住
宅
等
の
公
的
賃
貸
住
宅 

②
社
宅
、
寮
等
の
事
業
主
か
ら
貸
与
を

受
け
た
住
宅 

③
夫
婦
の
３
親
等
以
内
の
親
族
が
所

有
す
る
住
宅 

◆
補
助
対
象
者 

 
４
月
１
日
以
降
に
世
帯
全
員
が
賃

貸
借
契
約
を
締
結
し
た
民
間
賃
貸
住

宅
に
入
居
、
住
所
を
有
し
て
お
り
、
５

年
以
上
当
町
に
居
住
す
る
意
思
が
あ

る
こ
と
。 

 

◆
補
助
金
支
払
方
法 

 

上
期
（
４
月
～
９
月
）
及
び
下
期
（
10

月
～
３
月
）
の
２
回
に
分
け
て
ま
と
め

て
指
定
口
座
へ
振
込
予
定 

 

詳
し
く
は
、
問
合
せ
い
た
だ
く
か
、

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

 

□
問
合
せ
先 

 

総
合
戦
略
課 

地
域
政
策
係 

℡ 

74-

２
１
２
２ 

 

町
民
の
資
格
取
得
を
支
援

し
ま
す 

民
間
賃
貸
住
宅
入
居
者
を

支
援
し
ま
す 



  
広報ふかうら（お知らせ版）③ 

 
     

当
町
に
お
け
る
献
血
バ
ス
の
運
行

予
定
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
詳

細
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
は
詳

細
確
定
後
に
改
め
て
広
報
お
知
ら
せ

版
等
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

◆
献
血
バ
ス
巡
回
予
定
日 

・
１
回
目
…
７
月
22
日
（
水
） 

・
２
回
目
…
11
月
20
日
（
金
） 

 

※
他
市
町
村
と
の
日
程
調
整
に
よ

り
変
更
と
な
る
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
。 

◆
複
数
回
献
血
を
す
る
た
め
の
間
隔

に
つ
い
て 

 

複
数
回
献
血
を
行
う
場
合
、
献
血
後

に
一
定
の
期
間
を
あ
け
る
必
要
が
あ

り
、
そ
の
期
間
は
性
別
に
よ
っ
て
異
な

り
ま
す
。 

・
男
性
…
12
週
間
後
の
同
じ
曜
日
か

ら
可
能 

・
女
性
…
16
週
間
後
の
同
じ
曜
日
か

ら
可
能 

◆
県
内
献
血
ル
ー
ム
の
ご
案
内 

 

献
血
は
献
血
ル
ー
ム
で
も
行
う
こ

と
が
で
き
ま
す
。
献
血
ル
ー
ム
で
の
献

血
の
際
は
事
前
に
電
話
予
約
を
行
っ

て
く
だ
さ
い(

前
日
17
時
ま
で)

。 

・
青
森
血
液
セ
ン
タ
ー 

 

℡ 

０
１
２
０-

６
４
９-

４
８
９ 

 
 

青
森
市
長
島
１-

３-

１ 

 

日
本
赤
十
字
社
青
森
県
支
部
４
階 

・
弘
前
血
液
セ
ン
タ
ー 

 
 

℡ 

０
１
２
０-

７
６
８-

４
８
９ 

 
 

弘
前
市
大
字
駅
前
町
８-

１ 

 

大
町
タ
ウ
ン
ビ
ル
２
階 

・
各
献
血
ル
ー
ム
受
付
時
間 

９
時
30
分
～
12
時
30
分 

13
時
45
分
～
17
時 

◆
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

よ
る
影
響
に
つ
い
て 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡

大
に
よ
っ
て
一
時
的
に
献
血
協
力
者

が
減
少
し
、
医
療
機
関
へ
の
血
液
の
安

定
供
給
が
困
難
な
状
況
と
な
っ
て
お

り
ま
し
た(

現
在
解
消
済
み)
。 

 

血
液
の
有
効
期
間
は
短
く
長
期
間

保
存
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
血
液

在
庫
量
を
安
定
的
に
維
持
す
る
た
め

に
継
続
的
な
献
血
へ
の
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。 

 

□
問
合
せ
先 

 

健
康
推
進
課 

 

℡ 

82-

０
２
８
８ 

    

令
和
２
年
度
よ
り
手
話
奉
仕
員
養

成
講
座
を
西
北
五
圏
域
で
、
実
施
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
の
で
受
講
生
を

募
集
し
ま
す
。 

聴
覚
障
害
者
の
生
活
や
福
祉
制
度

に
つ
い
て
理
解
と
認
識
を
深
め
、
日
常

生
活
に
必
要
な
手
話
を
習
得
し
ま
す
。 

手
話
奉
仕
員
養
成
講
座
に
は
、
入
門

課
程
と
基
礎
課
程
の
２
種
類
が
あ
り

ま
す
。 

◎
入
門
課
程
（
初
心
者
向
け
） 

◆
日 

時 

５
月
12
日
～
10
月
20
日 

毎
週
火
曜
日 

19
時
～
20
時
30
分 

◆
場 

所 

つ
が
る
市
生
涯
学
習 

交
流
セ
ン
タ
ー
「
松
の
館
」 

◆
対 

象 
聴
覚
障
害
者
と
の
交
流
を
希
望
し
、

手
話
を
学
び
た
い
方 

◆
内 

容 

手
話
実
技
・
講
義
・
交
流 

  

◆
受
講
料 

無 

料 

※
テ
キ
ス
ト
代
３
，
０
０
０
円
（
税
別
）

は
受
講
者
の
実
費
負
担
と
な
り
ま
す
。 

◎
基
礎
課
程 

◆
日 

時 

４
月
24
日
～
11
月
６
日 

毎
週
金
曜
日 

19
時
～
20
時
30
分 

◆
場 

所 

五
所
川
原
市
中
央
公
民
館 

◆
対 

象 

入
門
課
程
修
了
者
ま
た
は
手
話
検

定
４
級
以
上
の
方 

◆
内 

容 

手
話
実
技
・
講
義
・
交
流 

 □
問
合
せ
先 

福
祉
課 

福
祉
ふ
れ
あ
い
係 

℡ 

74-

２
１
１
７ 

 

令
和
２
年
度 

献
血
日
程
に
つ
い
て 

令
和
２
年
度
手
話
奉
仕
員

養
成
講
座
に
つ
い
て 
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令
和
元
年
度
か
ら
、
特
に
抗
体
保
有

率
が
低
い
昭
和
37
年
４
月
２
日
か
ら

昭
和
54
年
４
月
１
日
ま
で
の
間
に
生

ま
れ
た
男
性
を
対
象
と
し
て
、
風
し
ん

の
追
加
的
対
策
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

 

風
し
ん
は
、
感
染
力
が
強
い
感
染
症

で
飛
ま
つ
感
染
に
よ
っ
て
人
か
ら
人

へ
と
感
染
し
ま
す
。
妊
娠
中
の
女
性
が

感
染
す
る
と
、
子
ど
も
が
先
天
性
風
し

ん
症
候
群
を
発
症
し
た
状
態
で
生
ま

れ
て
く
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。 

 

自
ら
の
身
だ
け
で
は
な
く
周
囲
の

妊
婦
の
方
や
子
ど
も
を
守
る
た
め
に

も
、
ク
ー
ポ
ン
が
届
い
た
方
は
抗
体
検

査
を
受
け
ま
し
ょ
う
。 

 

◆
ク
ー
ポ
ン
券
に
つ
い
て 

・
対
象
者
：
昭
和
37
年
４
月
２
日
か
ら

昭
和
54
年
４
月
１
日
ま
で
の
間
に
生

ま
れ
た
男
性 

※
対
象
の
方
に
は
す
で
に
発
送
済
み

で
す
。
届
い
て
い
な
い
、
紛
失
し
て
し

ま
っ
た
な
ど
の
場
合
は
健
康
推
進
課

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

※
深
浦
町
へ
転
入
し
て
き
た
方
は
、
前

居
住
地
か
ら
発
行
さ
れ
て
い
る
ク
ー

ポ
ン
券
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。
３
月
以
降
に
転
入
し
、
ク
ー
ポ

ン
券
が
届
い
て
い
な
い
方
は
健
康
推

進
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

 

◆
実
施
内
容
に
つ
い
て 

ク
ー
ポ
ン
券
を
用
い
る
こ
と
で
風

し
ん
の
抗
体
検
査
を
無
料
で
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
抗
体
検
査

の
結
果
、
抗
体
価
が
基
準
値
以
下
だ
っ

た
方
は
麻
し
ん
風
し
ん
混
合
ワ
ク
チ

ン
に
よ
る
予
防
接
種
の
対
象
と
な
り

ま
す
。 

 

◆
実
施
機
関
に
つ
い
て 

 

健
康
推
進
課
が
毎
年
実
施
し
て
い

る
特
定
健
診
・
が
ん
検
診
の
各
会
場
で

も
抗
体
検
査
を
受
け
ら
れ
ま
す
。 

ま
た
、
全
国
ほ
と
ん
ど
の
医
療
機
関

で
抗
体
検
査
及
び
予
防
接
種
を
受
け

ら
れ
ま
す
。
予
め
医
療
機
関
へ
電
話
確

認
等
を
行
っ
た
う
え
で
受
診
し
て
く

だ
さ
い
。
詳
し
く
は
Ｕ
Ｒ
Ｌ
ペ
ー
ジ
内

か
ら
確
認
で
き
ま
す
。 

『
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
風
し

ん
の
追
加
的
対
策
に
つ
い
て
」
』 

h
t
t
p
s
:
/
/w
ww
.
m
h
l
w
.
go
.j
p
/
s
t
f
/
se

i
s
a
k
u
n
i
ts
ui
t
e
/
b
u
n
ya
/k
e
n
k
o
u
_
ir

y
o
u
/
k
e
n
ko
u/
k
e
k
k
a
k
u-

k
a
n
s
e
n
s
ho
u/
r
u
b
e
l
l
a/
in
d
e
x
_
0
0
00

1
.
h
t
m
l 

 

◆
持
参
す
る
も
の 

①
当
町
か
ら
発
行
さ
れ
た
ク
ー
ポ
ン

券 ②
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
や
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
） 

③
風
し
ん
抗
体
検
査
結
果
書
類
（
予
防

接
種
時
の
み
） 

□
問
合
せ
先 

 

 

健
康
推
進
課 

 

 

℡ 

82-

０
２
８
８ 

     
県
で
は
、
自
動
車
税
種
別
割
の
口
座

振
替
の
申
込
み
を
受
け
付
け
て
い
ま

す
。 令

和
２
年
度
分
か
ら
口
座
振
替
を

希
望
さ
れ
る
方
は
納
税
者
本
人
の
通

帳
と
預
金
届
出
印
を
持
参
の
う
え
４

月
30
日
ま
で
に
、
取
扱
金
融
機
関
ま
た

は
地
域
県
民
局
県
税
部
に
お
申
込
み

く
だ
さ
い
。
（
す
で
に
口
座
振
替
を
申

し
込
ま
れ
て
い
る
方
で
も
、
自
動
車
の

買
換
え
や
ナ
ン
バ
ー
変
更
に
よ
り
申

込
内
容
が
変
更
と
な
っ
た
場
合
は
再

度
申
込
み
が
必
要
で
す
。） 

ま
た
、
こ
れ
ま
で
口
座
振
替
後
に
送

付
し
て
い
ま
し
た
口
座
振
替
済
通
知

書
及
び
自
動
車
税
種
別
割
納
税
証
明

書
に
つ
い
て
、
令
和
２
年
４
月
以
降
振

替
分
か
ら
送
付
を
行
わ
な
い
こ
と
と

し
ま
し
た
。 

車
検
更
新
の
際
は
、
運
輸
支
局
等
に

お
い
て
自
動
車
税
種
別
割
の
納
付
確

認
を
電
子
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
る

た
め
、
自
動
車
税
種
別
割
納
税
証
明
書

の
提
示
が
省
略
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
す
。（
た
だ
し
、
振
替
直
後
の
車

検
更
新
に
は
納
税
証
明
書
が
必
要
と

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。） 

◆
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

h
t
t
p
:
/
/
ww
w.
p
r
e
f
.
a
om
or
i
.
l
g
.
j
p/

l
i
f
e
/
t
a
x/
01
2
_
k
o
u
z
ai
nd
e
x
.
h
t
m
l 

□
問
合
せ
先 

 

西
北
地
域
県
民
局
県
税
部 

 

納
税
管
理
課 

 

℡ 

０
１
７
３-

34-

２
１
１
１ 

成
人
男
性
の
風
し
ん
抗
体

検
査
等
の
助
成
を
行
っ
て

い
ま
す
！ 

自
動
車
税
種
別
割
の
口
座

振
替
に
つ
い
て 



  
 

広報ふかうら（お知らせ版）⑤ 

     

青
森
県
医
師
会
健
や
か
力
推
進
セ

ン
タ
ー
で
は
、
「
健
や
か
協
力
隊
員
養

成
研
修
」
を
開
催
し
ま
す
。
研
修
で
は
、

健
康
づ
く
り
の
知
識
だ
け
で
な
く
、
体

組
成
計
な
ど
健
康
測
定
機
器
の
取
り

扱
い
に
つ
い
て
の
知
識
を
習
得
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。 

※
「
健
や
か
協
力
隊
員
」
は
青
森
県
の

健
康
づ
く
り
リ
ー
ダ
ー
で
す
。
研
修
受

講
後
は
各
地
の
健
康
イ
ベ
ン
ト
に
協

力
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

◆
日
時
・
会
場 

・
４
月
28
日(

火)

９
時
～
12
時 

 

八
戸
市
水
産
会
館 

・
５
月
15
日(

金)

９
時
～
12
時 

 

弘
前
大
学
創
立
50
周
年
記
念
会
館 

・
５
月
19
日(

火)

９
時
～
12
時 

 

ア
ピ
オ
あ
お
も
り 

◆
受
講
料 

 

無 

料 

◆
申
込
方
法 

 

開
催
日
の
２
週
間
前
ま
で
に
、
氏

名
・
年
齢
・
勤
務
先
・
住
所
・
電
話
番

号
を
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
メ
ー
ル
で
健
や

か
力
推
進
セ
ン
タ
ー
へ
申
込
み
く
だ

さ
い
。 

□
問
合
せ
先 

 

青
森
県
医
師
会 

健
や
か
力
推
進
セ
ン
タ
ー 

 

℡ 

０
１
７-

７
６
３-

５
５
９
０ 

 

Fax 

０
１
７-

７
６
３-

５
５
９
１ 

 
E
-
m
a
i
l 

Aomed-sukoyaka@circus.ocn.ne.jp 

     

町
で
は
、
妊
婦
へ
の
風
し
ん
感
染
を

防
ぎ
、
先
天
性
風
し
ん
症
候
群
の
発
生

を
予
防
す
る
た
め
に
、
風
し
ん
抗
体
検

査
及
び
風
し
ん
予
防
接
種
の
費
用
を

助
成
し
ま
す
。 

◆
助
成
対
象
者 

深
浦
町
に
住
所
が
あ
る
方
で
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
（
風
し
ん
予

防
接
種
を
既
に
２
回
以
上
受
け
た
こ

と
が
あ
る
方
ま
た
は
風
し
ん
に
か
か

っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
方
、
昭
和

37
年
４
月
２
日
か
ら
昭
和
54
年
４
月

１
日
ま
で
の
間
に
生
ま
れ
た
男
性
は

対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。
昭
和
37
年
４
月

２
日
か
ら
昭
和
54
年
４
月
１
日
ま
で

の
間
に
生
ま
れ
た
男
性
は
「
風
し
ん
の

追
加
的
対
策
」
の
対
象
と
な
り
ま
す
の

で
、
送
付
さ
れ
て
い
る
ク
ー
ポ
ン
券
を

利
用
く
だ
さ
い
。
） 

①
妊
娠
を
希
望
し
て
い
る
方 

②
妊
婦
の
同
居
者
（
妊
婦
が
抗
体
検
査

で
Ｈ
Ｉ
抗
体
価
32
倍
以
上
ま
た
は
Ｅ

Ｉ
Ａ
価
８
．
０
Ｉ
Ｕ
／
ml 

以
上
の
確

認
が
で
き
た
場
合
は
対
象
と
な
り
ま

せ
ん
。
） 

③
妊
娠
を
希
望
し
て
い
る
方
の
同
居

者
（
妊
娠
を
希
望
し
て
い
る
方
が
抗
体

検
査
で
Ｈ
Ｉ
抗
体
価
32
倍
以
上
ま
た

は
Ｅ
Ｉ
Ａ
価
８
．
０
Ｉ
Ｕ
／
ml 

以
上

の
確
認
が
で
き
た
場
合
は
対
象
と
な

り
ま
せ
ん
。） 

◆
助
成
期
間 

４
月
１
日
～
令
和
３
年
３
月
31
日 

◆
受
け
方 

①
健
康
推
進
課
窓
口
で
申
請
書
を
記

入 ②
町
指
定
医
療
機
関
（
深
浦
診
療
所
）

で
風
し
ん
抗
体
検
査
を
受
け
る
（
過
去

に
受
け
た
抗
体
検
査
に
よ
っ
て
風
し

ん
抗
体
価
が
既
に
分
か
っ
て
い
る
場

合
は
不
要
） 

③
風
し
ん
抗
体
価
が
基
準
値
以
下
の

時
の
み
風
し
ん
予
防
接
種
を
受
け
る 

※
町
指
定
医
療
機
関
で
受
け
た
場
合

の
み
助
成
と
な
り
ま
す
の
で
、
自
己
負

担
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

◆
持
参
す
る
も
の 

・
印
鑑 

・
健
康
保
険
証 

・
妊
婦
ま
た
は
妊
娠
を
希
望
す
る
方
の

抗
体
検
査
結
果
の
写
し
（
妊
婦
ま
た
は

妊
娠
を
希
望
す
る
方
の
同
居
人
の
み
）

□
問
合
せ
先 

 

健
康
推
進
課 

 

℡ 

82-

０
２
８
８ 

     

５
月
14
日
（
木
）
に
開
催
す
る
予
定

で
し
た
「
裁
判
所
見
学
ツ
ア
ー
」
で
す

が
、
今
般
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

対
策
の
た
め
、
中
止
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

 

□
問
合
せ
先 

 

青
森
地
方
裁
判
所
事
務
局 

 
 

 
 
 
 

総
務
課 

庶
務
係 

 

℡ 

０
１
７-

７
２
２-

５
４
２
１ 

健
や
か
協
力
隊
員
養
成
研

修
に
つ
い
て 

風
し
ん
抗
体
検
査
及
び
風

し
ん
予
防
接
種
の
費
用
を

助
成
し
ま
す
！ 

「
裁
判
所
見
学
ツ
ア
ー
」 

中
止
の
お
知
ら
せ 



 
  

 
 

  
  予防接種を受けて、大切なお子さんを様々な感染症から守るとともに、感染症の流行を防ぎ 
ましょう。接種する際は、予診票、母子健康手帳、健康保険証を必ずご持参ください。 

 【予防接種一覧】 

ワクチンの種類 対象期間 標準的な接種期間 接種回数 

１歳までに接種しておきたい予防接種 

Ｈｉｂ：ヒブ 初回 生後 2か月～5歳未満 生後 2～7か月未満 

3 回 
27 日以上の間隔 
標準間隔 27～56 日 
※接種開始年齢により回数が異なる 

小児用肺炎球菌 初

回 
生後 2か月～5歳未満 生後 2～7か月未満 

3 回 
27 日以上の間隔 
※接種開始年齢により回数が異なる 

四種混合 Ⅰ期初回 

 

生後 3～90 か月未満 

 

生後 3～12 か月未満 

3 回 
20 日以上の間隔 
標準間隔 20～56 日 

ＢＣＧ 1 歳未満 生後 5～8か月未満 1 回 

Ｂ型肝炎 1 歳未満 生後 2～9か月未満 

3 回 
2回目：1回目接種から27日以上 
3回目：1回目接種から139日以上 

１歳になったら接種する予防接種 

麻しん風しん混合Ⅰ期 生後 12～24 か月未満 1 回 

Ｈｉｂ：ヒブ 追加 
生後 2か月～5歳未満 

（Ⅰ期初回接種後7か月以上） 
初回接種後7～13か月後 1 回 

小児用肺炎球菌 追加 
生後 2か月～5歳未満 

（生後 12 か月以降） 

初回接種後60日以上あけ

て1歳以上1歳3か月未満 
1 回 

四種混合 Ⅰ期追加 
生後 3～90 か月未満 

（Ⅰ期初回接種後6か月以上） 

Ⅰ期初回接種後 12～18

か月後 
1 回 

水痘     

 

1 歳以上 3歳未満 1 歳以上 1 歳 3 か月未満 

2 回 

3 か月以上の間隔 

標準間隔 6～12 か月 

３歳になったら接種する予防接種 

日本脳炎※ Ⅰ期初回 生後 6～90 か月未満 3 歳 

2 回 

6 日以上の間隔 

標準間隔 6～28 日 

４歳になったら接種する予防接種 

日本脳炎※ Ⅰ期追加 
生後 6～90 か月未満 

（Ⅰ期初回接種後6か月以上） 

4 歳 

（Ⅰ期初回接種後 1 年後） 
1 回 

保育園の年長児になったら接種する予防接種 

麻しん風しん混合Ⅱ

期 
小学校入学前の 1年間（保育園の年長児） 1 回 

小学生で接種する予防接種 

日本脳炎※ Ⅱ期 9～13 歳未満 小学４年生 1 回 

二種混合 11～13 歳未満 小学６年生 1 回 

中学生で接種可能な予防接種  ※2 現在積極的な接種勧奨を行っておりません。 

HPV（サーバリックス） 
小学 6年生～高校 1年生 中学１年生 

2 回 

HPV（ガーダシル） 3 回 

 ※日本脳炎は、積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方がいます。その方々は、特例

の対象として接種できますので、対象となるか必ず健康推進課へ問合せください。 

広報ふかうら（お知らせ版）⑥ 

令和２年度予防接種のお知らせ 



 

 
  

広報ふかうら（お知らせ版）⑦ 

【指定医療機関】  ※電話等で必ず予約してください。 

指定医療機関 電話番号 曜 日 時  間 備  考 

深浦診療所 
0173 

82-0337 

診察日は接種可能です。日時の指定はありま

せん。※予約の際に日時を確認してください 
予約は 1週間前まで 

あじがさわクリニック 

（鰺ヶ沢町） 

0173 

72-5200 

月～金 8:00～11:30、15:00～18:30 予約は 1週間前まで 

※不定休 土 8:00～11:30、15:00～16:30 

七ツ石内科 

（鰺ヶ沢町） 

0173 

72-2879 

月～水、 

 金、土 
8:30～13:00、14:30～18:00 事前予約必要 

こどもクリニックおとも 

（五所川原市） 

0173 

39-2151 

インターネット予約 （予約日が接種可能日と

なります。）ホームページをご覧ください。 

予約サイト http://www.otomo-clinic.net 

予約は前日 12 時まで 

ねもとクリニック 

（能代市） 

0185 

52-8777 

月、火、木、金 9:00～10:30、14:30～16:30 第 3 日曜は午前可 

予約は 1週間前まで 水、土 9:00～10:30 

石川こどもクリニック 

（能代市） 

0185 

52-8558 

月、水、金 9:00～11:00、14:30～16:30 
予約は 1週間前まで 

木 9：00～11：00 

□問合せ先  健康推進課  ＴＥＬ ８２－０２８８ 
 
 
 

子宮頸がん個別検診、乳がん個別検診を４月からスタートします。 
検診種別 対象年齢 検査内容 検診費 

子宮頸がん個別検診 令和２年度に２０歳以上で偶

数歳 細胞診 

無料 
乳がん個別検診 

令和２年度に４０歳代～ 
５０歳代で偶数歳 

マンモグラフィ 
２方向 

令和２年度に６０歳以上で偶

数歳 
マンモグラフィ 
１方向 

※令和２年度に奇数歳で、昨年度受診していない方も対象です。 

≪受診までの流れ≫ 

子宮頸がん個別検診、乳がん個別検診受診希望者 

 

子宮頸がん・乳がん個別検査を集団健診に先駆けてスタートします 

健康推進課に電話、メールまたは窓口で受診申込する。 
※氏名、住所、生年月日、電話番号、希望する検診をお伝えください。 

郵送により「受診券」が交付されます。 

本人が希望する委託医療機関に電話で受診予約する。 

※「受診券」と一緒に委託医療機関の一覧表を送ります。 

予約日に「受診券」「健康保険証」等を持参して受診する。 

□問合せ先 

 健康推進課 
 ＴＥＬ ８２－０２８８ 
 E-mail 

Fukaura_health01@town.f
ukaura.lg.jp 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

徴収の猶予 

 新型コロナウイルス感染症に納税者（ご家族を含む。）がり患された場合のほ

か、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当す

る場合は、徴収の猶予制度がありますので、深浦町税務課にご相談ください。 

（徴収の猶予：地方税法第 15 条） 

 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことによ

り、備品や棚卸資産を廃棄した場合 

（ケース１）災害により財産に相当な損失が生じた場合 

 納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合 

（ケース２）ご本人またはご家族が病気にかかった場合 

 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合 

 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合 

（ケース４）事業に著しい損失を受けた場合 

申請による換価の猶予 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができ

ない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、深浦町税務課にご相

談ください（申請による換価の猶予：地方税法第 15 条の６）。 

□問合せ先  税務課  ＴＥＬ ７４－２１１４（直通） 

広報ふかうら（お知らせ版）⑧ 

（ケース３）事業を廃止し、または休止した場合 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

広報ふかうら（お知らせ版）⑨ 

ごみの捨て方
①ごみ箱にごみ袋をかぶせま
す。いっぱいになる前に早め
に②のとおりごみ袋をしばっ
て封をしましょう。

②マスク等のごみに直接触
れることがないようしっか
りしばります。

※万一、ごみが袋の外に触
れた場合は、二重にごみ袋
に入れてください。

③ごみを捨てた後は石鹸を
使って、流水で手をよく洗
いましょう。

新型コロナウイルスなどの感染症に感染した方やその疑いのある方な
どがご家庭にいらっしゃる場合、鼻水等が付着したマスクやティッ
シュ等のごみを捨てる際は、以下の『ごみの捨て方』に沿って、
「ごみに直接触れない」「ごみ袋はしっかりしばって封をする」そして
「ごみを捨てた後は手を洗う」ことを心がけましょう。

• 『ごみの捨て方』に沿っていただくことにより、ご家族だけでなく、
皆様が出したごみを扱う市町村の職員や廃棄物処理業者の方にとって
も、新型コロナウィルスやインフルエンザウイルスなどの感染症対策
として有効です。

• ごみを捨てる際は自治体のルールに従うとともに、ポイ捨ては絶対に
やめましょう。使用済みのマスク等のごみを捨てる際にも、『ごみの
捨て方』を参考に、「ごみに直接触れない」「ごみ袋はしっかりし
ばって封をする」そして「ごみを捨てた後は手を洗う」ことに注意し
ましょう。

新型コロナウイルスなどの感染症対策としての
ご家庭でのマスク等の捨て方

環境省公式HP



 
 

広報ふかうら（お知らせ版）⑩ 

平成３０年度つがる西北五広域連合医療職員採用試験案内 
３月 ふ か う ら ま ち カ レ ン ダ ー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   県下一斉に「ひとつずつ　いいね！で確認　火の用心」を統一標語に春の火災

 予防運動が実施されます。春は風が強く空気が乾燥し、火災が発生しやすい時季

 です。日頃から防火に心がけ尊い生命と貴重な財産を火災から守りましょう。

　　　      

　　住宅用火災警報器は、火災の煙などを感知し、音声や警報音が鳴り火災の早期

≪設置義務のある場所は次のとおりです≫

≪取り付け位置は次のとおりです≫

　

《お問合せは深浦消署または、岩崎分署　予防係まで》
　深浦消防署　ＴＥＬ　７４－２９９４　　　岩崎分署　ＴＥＬ　７７－２１１９

☆消防車両等による春の火災予防パレードを実施します！

【統一標語】

　②２階以上に寝室が有る場合は階段の上部

　※義務はありませんが、居間や台所への設置もおすすめします。

　①すべての寝室が対象（子ども部屋などでも、就寝に使用する部屋は設置）

　　日時・・・４月１２日（日）　 午前９時～

令和２年深 浦 消 防 署 ・ 岩 崎 分 署 ・ 深 浦 町 消 防 団

令和２年４月１３日（月）～４月１９日（日）

春 の 火 災 予 防 運 動

　発見に大変有効です。


